
「ＴＡＢけんぽーたる」に
登録してください！！

た ぶ

健康保険組合からの重要な情報提供は
「ＴＡＢけんぽーたる」を通じて行っております。

被保険者の方は必ず登録してください。

2024年12月に、対象の方に登録のご案内を所属宛に一斉配布いたしました。

※2025年1月以降に加入された方には、随時所属宛に配布を行っております。

← ご案内を紛失された方は
 こちらから再発行依頼を行ってください

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=58sQKihDcEuestZWOxNhjaasev9gExlCrZEYTxkn8pZUNjBXOUkyTEdVRkZYNlBMNlJXOTkwRldaUy4u&route=shorturl


家族を扶養に入れる
申請を出しました。
もうマイナ保険証は
使えるの？？ 支給決定通知書が

自宅へ届かないんだけど
いつ発行されますか？

健保からお金が
振り込まれました。
何のお金ですか？

市役所での手続きのため
トヨタ車体健保に加入している
証明書類が欲しいです。



詳しくは健保ＨＰをご覧ください

ここをチェック！

「トヨタ車体健康保険組合」で検索！

健保ＨＰ

https://www.ty-kenpo-kikin.or.jp/kenpo/


確定申告に健保からの
医療費情報を使いたい方はここ！

毎月の医療費が閲覧できます
※情報が反映されるのは最短で受診から2ヶ月後の月末です

確定申告に利用する
医療費控除データを作成できます



「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費もあります。
記載のなかった医療費についてはお手持ちの領収書に基づき、ご自身で「医療費控除
の明細書」に追記し、申告してください。

「医療費のお知らせ」の金額が実際の負担金額と相違・不足がある場合は、領収書に
基づいてご自身で訂正し、申告してください。

医療機関名に「柔道整復師」と記載されている場合は、医療費のお知らせに領収書で
確認した施術所名をご自身で訂正し、申告してください。

「医療費のお知らせ」が医療費控除に利用できますが、税務署から領収書の提示、提
出を求められる場合がありますので、領収書は必ず５年間保管してください。

①

②

④

③

医療費控除申告の手続き方法や詳細は

国税庁ホームページ や 最寄りの税務署 にお問合せください

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
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